
 京都市京北地域活性化企画本部規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２７年５月１日 

京都市長 門 川 大 作 

京都市規則第  号 

 

   京都市京北地域活性化企画本部規則の一部を改正する規則 

 京都市京北地域活性化企画本部規則の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「及び文化市民局地域自治推進室長」を「，文化市民局地域自治推進室

長及び同室地域コミュニティ活性化・北部山間振興部長」に改め，同条第２項中「指名す

る副本部長がその職務を代理し，本部長及び当該副本部長に事故があるときは，他の副本

部長が」を「定めた順序で，」に改める。 

 第６条中第１８号を第２２号とし，第９号から第１７号までを４号ずつ繰り下げ，第８

号を第１１号とし，同号の次に次の１号を加える。 

   都市計画局まち再生・創造推進室長 

 第６条中第７号を第１０号とし，第６号を第９号とし，第５号を第８号とし，第４号を

第６号とし，同号の次に次の１号を加える。 

   産業観光局産業戦略部企業立地推進担当部長 

 第６条中第３号を第５号とし，第２号を第４号とし，第１号の次に次の２号を加える。 

   行財政局防災危機管理室長 

   行財政局財政部長 

   附 則 

 この規則は，平成２７年５月７日から施行する。 

（文化市民局地域自治推進室） 

９


